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DV-2023　抽選による永住権

　2023 年度の永住権抽選（DV-2023）の受付が東部時間
2021 年 10月 6日（水）正午 12時にはじまり、2021 年 11
月 9日（火）正午に終了します。抽選による永住権とは、ア
メリカ合衆国を構成する人種の中で、移民比率の比較的低い
国からの移民の数を増やそうとする目的で、年に一回国務省
によって行われる移民多様化 のことです。
　2023 年度には 5.5 万枠の抽選永住権が割り当てられていま
す。申請は無料で、オンラインで申請を行ない、申請者はコ
ンピューターにて無作為に選ばれます。一人一回だけの抽選
ですが、本人の申請とともに配偶者と 21歳未満のお子様も一
緒に申請することができます。一人につき２回以上申請をす
ると、すべての申請が無効となります。

　対象地域はアフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、南米と
オセアニアなど６つの地域で、過去 5年間に移民ビザ発給の
少ない国で出生した人です。日本で出生した人も抽選の対象
となりますが、アメリカへの移民数が過去 5年間に 5万人以
上あった国の出生者は対象にはなりません。対象外となるの
は次の国です。
　バングラディッシュ、ブラジル、カナダ、中国（本土と香
港生まれ）、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、
ハイチ、ホンジュラス、インド、 ジャマイカ、メキシコ、ナイ
ジェリア、パキスタン、フィリピン、韓国、イギリス（北ア
イルランドを除く）とその領土、ベネズエラ、ベトナム。マ
カオと台湾出生者は対象国となります。
　本人の出生地が対象外であっても、家族の出生国枠で申請
できる場合があります。配偶者の出生地が対象国であれば、
その配偶者の出生国で申請することも可能です。また、本人
の出生国が両親の出生国でない、或は本人出生時にいずれの
親も本人の出生国の合法的居住民でなかった場合、両親のい
ずれかが抽選対象国で出生していれば、その親の出生国の枠
で申請することもできます。

　抽選による永住権を申請するには、まず申請資格を満たさ
なければなりません。まず、申請者は高卒、或いは同等の教
育を修了している者で小・中・高校での 12年間の公認の教育
課程を修了したことを証明できること、若しくは、過去５年
間に少なくとも 2年間の研修か実務経験を必要とする職業（米
国労働省の定める基準に準ずる）に 2年以上従事しているこ

とが条件となります。
　米国労働省の職業基準に関してはO*NET オンライン・デー
タベース（http://www.onetonline.org/）で確認できます。さ
らに、申請者は犯罪暦の有無やテロ国支援国家の出身である
かなど、米国移民法の要件を満たしているか審査されます。
　申請方法は、オンラインのリンク https://dvprogram.state.
gov/ で、申請者の氏名、性別、生年月日、出生地、出生国、
パスポート情報、デジタル写真、郵便住所、居住国、電話番号、
イーメールアドレス、最終学歴、婚姻関係、配偶者情報、子
供情報など基本的な個人情報を入力します。デジタルも写真
も添付し、オンラインで申請します。
　申請書類の提出がおわると、名前と固有の確認番号が明記
されている確認画面が表示されます。抽選状況については、
2022 年 5月 8日から国務省のサイト　で確認することがで
きます。また、ビザ手続きのインストラクションや面接日時
も Entrant Status Check 上で通知されます。もし当選していれ
ば、当選確認画面にいき、永住権申請方法についての指示に
従い、申請費用支払いや必要書類など準備にとりかかります。
　当選すれば、自分の番号の順番が回ってくるのを待ち、オ
ンラインでDS260 申請書類を作成し、必要書類を揃えて米国
大使館か領事館にビザ面接にいきます。アメリカ国内にいる
申請者は移民局に申請することができます。審査官は、本人
の学歴、職歴、犯罪歴などを審査して、永住権の資格を満た
しているか判断します。

　永住権の資格条件を満たさない応募者の数も考慮して、当
選者は申請枠よりもかなり大目に選ばれますので、当選して
も必ずしも申請を行なえるわけではありません。当選者は自
分の当選番号の順番がまわってくるまでは永住権の申請書類
を提出できません。2023 年の 9月末までに当選番号の順番が
回ってこなければ永住権の申請はできません。
　また、2023 年の 9月末前に永住権発給枠が達成してしまっ
たら、申請受付は終了します。従って、当選したらすぐにケー
ス番号を確認し、順番が回ってきたら速やかに申請を行うこ
とが大切です。もし順番がまわってくる前に永住権受付が終
了した場合、翌年度の抽選に再度申し込むこともできます。
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